○飯舘村企業立地等支援補助金交付規則
令和７年６月２０日
規則第４号
（目的）
第１条　飯舘村企業立地等支援基金条例（令和７年飯舘村条例第　号）第５条に規定する事業を支援するため、飯舘村補助金等の交付等に関する規則（昭和51年飯舘村規則第６号）に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　工場等　日本標準産業分類（令和５年総務省告示第256号）に基づく業種のうち、次のいずれかに該当する業種の事業に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。
ア　製造業
イ　物流施設を設置する業種
ウ　コールセンター、データセンター又はそれに類似している業種
エ　試験研究施設又は開発施設等を設置する業種
オ　村長が特に認める業種
(2)　機械設備　物品の製造・加工等の用に供する工作機械等をいう。
(3)　新設　村内に新たに工場等を設置することをいう。
(4)　増改築　現に村内に工場等を有する者が、生産拡大等のために、既存工場に隣接又は接続して工場を増改築することをいう。
(5)　事業者　村内に工場等を新設、増設、又は移設を行う者をいう。
(6)　地元雇用者　村内に住所を有する者で新たに常時雇用された者をいう。
(7)　固定資産税　飯舘村税条例（昭和32年飯舘村条例第４号）に基づき、本村が事業者に対して課税する固定資産税をいう。
(8)　福利厚生施設　従業員の福利厚生に資する施設をいう。
(9)　私道　公道から工場敷地に進入するための道路をいう。
(10)　認定経営革新等支援機関　中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第31条第１項に基づき認定されたものをいう。
（補助金の種類及び交付要件）
第３条　補助金の種類、交付要件、補助率及び補助額は別表のとおりとし、１事業者の最高限度額は５億円とする。
２　前項に規定する補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
（支援措置）
第４条　村長は、事業者に対して、次に掲げる支援措置を講じることができる。
(1)　工場用地等の情報提供及びあっせん
(2)　地元雇用者確保の情報提供及びあっせん
(3)　その他村長が必要と認める事項
（対象事業者の認定）
第５条　補助金を申請しようとする事業者は、当該申請に係る事業について、あらかじめ村長の認定を受けなければならない。
２　村長は、支援を行う場合において、支援の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
（認定申請）
第６条　前条第１項の規定による申請をしようとする事業者は、企業立地等支援対象事業認定申請書（様式第１号）に次に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1)　建設計画書及び事業計画書
(2)　土地登記事項証明書及び土地譲渡契約書の写し
(3)　法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本
(4)　定款又は規約（法人事業者に限る。）
(5)　会社概要等事業の概要を示す書類
(6)　申請時における過去２年間の経営状況を証する書類
(7)　申請時における過去２年間の納税証明書
(8)　その他村長が必要と認める書類
（事業計画）
第７条　申請者は、前条に基づき認定の申請をするに当たって作成する事業計画について、その妥当性及び実効性について、原則として、様式第２号により認定経営革新等支援機関の事前確認を受けなければならない。
２　認定経営革新等支援機関は、申請者から事業計画の提出があった場合には、申請者の経営資源の内容、財務内容その他の経営の状況の分析を基に、事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
（認定通知）
第８条　第５条第１項の規定による認定は、企業立地等支援対象事業認定通知書（様式第３号）により行うものとする。
（補助金の交付申請）
第９条　前条による認定を受けた事業者は、企業立地等支援対象事業補助金交付申請書（様式第４号）を提出するものとする。
２　雇用奨励補助金及び定住支援補助金を交付申請する事業者は企業立地等支援対象事業補助金交付申請書（様式第５号）を提出するものとする。
（補助金の交付決定通知）
第10条　村長は、前条による補助金交付申請書の提出を受けたときは、直ちに内容審査の上企業立地等支援対象事業補助金交付決定通知（様式第６号）を行うものとする。
（計画の変更承認）
第11条　前条の規定による通知を受けた事業者は、第６条に規定する申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく企業立地等計画変更承認申請書（様式第７号）に変更内容を証する書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長が認める軽微な変更については、この限りでない。
（完了報告）
第12条　第10条の規定による通知を受けた事業者は、事業完了後速やかに企業立地等支援対象事業完了報告書（様式第８号）を村長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第13条　村長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し当該同事業者に通知（様式第９号）するものとする。
（補助金の請求）
第14条　前条の規定による通知を受けた事業者は、飯舘村企業立地等支援対象事業補助金交付請求書（様式第10号）を村長に提出しなければならない。
（操業開始届）
第15条　事業者は、当該補助金の対象となった工場の操業を開始したときは、その日から起算して30日以内に操業開始届（様式第11号）に常時雇用従業員数を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
（操業届）
第16条　事業者は、当該補助金の対象となった工場の操業を開始した日から１年を経過する日の属する年度から３年の間、操業現況届（様式第12号）に常時雇用従業員数を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
（事業の休廃止届）
第17条　事業者は、補助金の対象となった工場を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休（廃）止届（様式第13号）を村長に提出しなければならない。
（支援措置の承継）
第18条　村長は、合併、譲渡その他の事由により、支援措置を受ける者に変更が生じた場合は、事業を承継して経営する者に対して、残りの期間について、支援措置を講ずるものとする。
（支援の取消し等）
第19条　村長は、支援対象の認定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、これを取消し又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)　虚偽の申請により支援の認定又は補助金を受けたとき。
(2)　事業を廃止し若しくは６か月以上休止したとき又は休止の状態にあると認めたとき。
(3)　村税を滞納したとき。
(4)　その他適当でないと村長が認めたとき。
（補助金の返還措置）
第20条　前条の規定による補助金の返還額は次のとおりとする。ただし、特別の理由等がある場合においては、村長が別に定める額とする。
(1)　前条第１号及び第３号に違反したときは、全額返還とする。
(2)　前条第２号に該当する場合は、次のとおりの返還とする。
ア　工場の操業開始の日から３年以内に事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき、若しくは工場を当該工場の用途以外の用途に供したときは、半額返還とする。
イ　工場の操業開始の日から３年以上５年未満に事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき、若しくは工場を当該工場の用途以外の用途に供したときは、３分の１返還とする。
(3)　前条第４号に該当する場合は次のとおりとする。
ア　操業開始の日から３年以内に雇用計画を著しく縮小したときは、半額返還とする。
イ　水質汚濁、騒音等公害発生防止計画に違反したときは、全額又は一部返還とする。
ウ　補助対象の工作機械等を５年以内に当該工場の用途以外の用途に供したときは、半額返還とする。
（補助金交付決定取消しの通知）
第21条　村長は、第19条の規定により補助金の決定の取消し、補助金の全部又は一部を返還させることと決定したときは、補助金交付決定取消通知書（様式第14号）により当該事業者に通知するものとする。
（報告等）
第22条　村長は、必要に応じ、補助金交付事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
（審議会）
第23条　この規則の適正な運営を図るため、村長は諮問機関として、必要に応じて飯舘村企業立地審議会を置くことができる。
２　審議会は、委員５人以内で組織し、次に掲げる区分のなかから、村長が委嘱する。
(1)　学識経験者
(2)　その他村長が適当と認める者
３　委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
４　審議会に会長及び副会長を置く。
５　会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
６　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
７　審議会は、会長が招集する。
８　審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
９　審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
（その他）
第24条　この要綱に定めるもののほか事業に実施に当たって必要な事項は、村長が別に定める。
附　則
この規則は、公布の日から施行する。
別表（第３条関係）
	種類
	交付要件
	補助率及び補助額
	摘要

	1　用地取得補助金
	1　新規企業　
　⑴　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
　⑵　用地取得後、2年以内に操業を開始すること。
2　既存企業
　⑴　事業規模を維持又は拡大する計画であること。
　⑵　用地取得後、2年以内に操業を開始すること。
　⑶　工場等の増改築に係る操業開始日において、当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は取得価格のいずれか低い価格の40％
・限度額3,000万円
	全般的事項
1　買替えによる取得については、取得費から譲渡額を控除した額を対象経費とする。
2　操業奨励金を除き、補助金の額は1万円未満を切り捨てるものとする。

	2　工場取得等補助金（新設及び既存工場等の買収又は増改築を含む。）
	1　新規企業　
　⑴　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　事業規模を維持又は拡大する計画であること。
　⑵　工場等の増改築に係る操業開始日において、当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は取得価格の1／2
・限度額1億円
（買替えによる取得については、取得費から譲渡額を控除した額を対象経費とする。）
	

	3　機械設備等補助金
	1　新規企業　
　⑴　新規設備の取得・導入により、事業の効率化や生産性の向上に寄与すること。
　⑵　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　新規設備の取得・導入により、事業の効率化や生産性の向上に寄与すること。
　⑵　当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は取得価格の1／3
・限度額1億円
	

	4　福利厚生施設補助金
	1　新規企業　
　⑴　福利厚生の充実や従業員の働きやすさ向上を目的とした施設の取得・整備であること。
　⑵　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　福利厚生の充実や従業員の働きやすさ向上を目的とした施設の取得・整備であること。
　⑵　当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は取得価格のいずれか低い価格の1／2
・限度額1億円
	

	5　脱炭素化設備導入補助金
	1　新規企業　
　⑴　工場等において実施されるエネルギー消費効率の高い設備の新設又は、更新であること。
　⑵　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　工場等において実施されるエネルギー消費効率の高い設備の新設又は、更新であること。
　⑵　当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・脱炭素経営に資する設備の新設又は、更新する場合　村が評価した工事費の1／2
・限度額2,000万円
（CO2削減効果があまり見込まれない環境負荷の少ない電気設備や車両の購入、一部石油由来の燃料を使用する車両の導入等は除く。）
	

	6　私道整備補助金
	雇用者の数が20人以上の工場において、公道に接続する私道を整備する場合。
	・村が評価した工事費の1／2
・限度額500万円
	

	7　用地賃貸借補助金
	1　新規企業　
　⑴　村内の用地において新規事業を行う事業者。
　⑵　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　村内の用地において事業規模の拡大を行う事業者。
　⑵　当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は賃貸借価格のいずれか低い価格の1／2
・年間補助限度額200万円　期間は10年間
	

	8　工場等賃貸借補助金
	1　新規企業　
　⑴　村内の用地において新規事業を行う事業者。
　⑵　操業開始日から1年以内に当該工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること。
2　既存企業
　⑴　村内の用地において事業規模の拡大を行う事業者。
　⑵　当該工場等における常時雇用者が2人以上であること。
	・村が評価した価格又は賃貸借価格のいずれか低い価格の1／2
・年間補助限度額500万円　期間は10年間
	

	9　雇用奨励補助金
	1　地元雇用者であること。　
2 新規又は事業規模の拡大による操業開始日から3年間のうちに採用された者。
3　採用後1年以上継続して雇用すること。　
4　雇用保険、社会保険、厚生年金に加入すること。
	・雇用者1人につき30万円（対象期間は雇用開始日から1年）
	

	10　定住支援補助金
	1　本村に転入する雇用者又は村内に居住する地元雇用者であること。　
2　新規または事業規模の拡大による操業開始日から3年間のうちに採用された者。
3　採用後1年以上継続して雇用すること。　
4　雇用保険、社会保険、厚生年金に加入すること。
	・雇用者1人につき、1年間雇用するごとに30万円（対象期間は雇用開始日から3年間）
	

	11　操業奨励金
	飯舘村企業立地促進奨励金交付要綱（平成10年飯舘村訓令第17号）による。
	同左
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